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鈴木委員

　私の方からは、今までの議論をいろいろと聞かせていただいて、とても納得

いかないことが３点ぐらいあるので、ちょっと聞かせていただこうというふう

に思います。

　第１点は、この緊急財政対策本部調査会ですが、もう終わったことですから

しょうがないことですが、調査会というものはどういう性質のものなんですか。

調査会とか懇話会というのがいろいろあるんですが、調査会というのはどうい

うものなんですか。

予算調整課長

　今回の緊急財政対策、これを県でつくり上げるに当たり、様々な立場におら

れる方、様々な知見をお持ちの方、専門的見地から御意見を頂ける方、こうい

った方々に御助言を頂く、そういった役割を担っているというふうに承知して

ございます。

鈴木委員

　助言を頂くなら、何も調査会にする必要はないじゃない。助言を頂くなら、

知恵袋会議でも何でもいいじゃないですか。何で調査会にしたのかと言ってい

るんです。

予算調整課長

　やはり一定の、緊急財政対策でございます、これは緊急的に、やはり 25 年
度以降の財源不足への対応、これを検討していかなければならないということ

で、これは、例えば経営に携わっている方ですとか、地方財政に精通している

方々、こういった方々に集中的に御論議いただいて、私どもに御意見を頂きた

いと、そういった観点からこの調査会を設置したというふうに承知しておりま

す。

鈴木委員

　要するに、何で調査会なのかということです、私が聞きたいのは。要するに

調査会というそのもの自体というのは、知事もまた皆さん方も、土光臨調みた

いなものと言っている。ところが、土光臨調というのは、本来なら、ここの出

てきている、例えば移譲だ、やれまた廃止だというようなことまでも、本来な

らば、この調査会というところで私は出してくるべき性質のものじゃないかと

思っているんですよ。要するに調査会というのは、土光臨調もそうでしょう。

国鉄なら国鉄そのもの自体の在り方、小さいところから、コストから始まって、

それでこのように解体すべきであるというところまで持っていく、そういう一

つ一つの作業というのをやるのが調査会なんだと思っていたんです。ところが、

逆に皆さん方にとって、調査会から意見を聞いてこのまとめということであり

ますが、どういうことが役立ったんですか。

予算調整課長

　やはり、今回調査会で様々な議論をいただきましたけれども、全ての補助金、

あるいは全ての施設について、これを先入観なく、ゼロベースで見直し、その



上で、この存続等についても検討していくようにという、非常に思い切った御

意見を頂いたというところにつきましては、私ども、今までそういった観点で

検討、全ての施設、全ての補助金を同一時期に一斉に見直すというようなこと

を全庁で取り組んだということもございませんでした。これは大きなきっかけ

ではないかというふうに考えているところでございます。

鈴木委員

　緊急財政対策の目指すもは、最初に、聖域を設けずにゼロベースから徹底的

に見直しを行うと書いてあるじゃないか、そもそも目的に。別に、そんな調査

会から御意見を賜らなくたって、目指すのは、そもそもがゼロベースから徹底

的に行うというのが目標だったんじゃないのか。私が聞きたいのは何なのかと

いったら、調査会で出てきたものについては、緊急財政対策の決定に影響を与

えるのかということを聞いているんです。

予算調整課長

　やはり、確かに私どもの中でも、ゼロベースで物事を検討して、更に見直し

ていこうということは、それは形としては、できないことではないかとは思わ

れます。ただ、それは、やはり私どもの業務の中で考えられること、これがや

はり前提となってしまいます。

　したがいまして、そういった私どもの行政としての立場から離れた、そうい

った観点から様々な御助言を頂ける、そういった貴重な機会として調査会では

位置付けられたものと認識してございます。

鈴木委員

　そういうことだったとしたら、このところに出てきているこれからやろうと

いうものに対して、もう一つ、ベースとして、調査会としてこういうベースの

ものでもって廃止だ、移譲だとかというようなものは出てこなきゃいけないわ

けじゃない。要するに、今の答弁からしたならば、別に、このものを頂かなく

ても、今、あの３月なら３月の時点でもって、調査会なんかなくたって議論は

始められていたんです。今、ずっと聞いていて、この調査会から出たものとい

うのは一体何だったんだろうと。だって、調査会の中でもって、例えば、今後

私たちができないようなことに対しての御助言を賜ってと言う。だけれども、

この中で、こういうようなことがたくさん書いてあるけれども、それは今まで

別に今まで取り組んできたのと変わらないんじゃないのか。また、土光臨調だ

って言うんであるならば、今、例えば県民センター等々についても、これこれ

こういう角度があるだろう、こういうような形でもって切り込んだらどうなの

かとかというのが出るのが、本来の調査会だったんじゃないですか。どうです

か。

予算調整課長

　確かに、結果として、最終的に私どものやっていることを、これについて、

最初から行政の中でやったときに、ここまでたどり着けなかったのかどうなの

かという、そういったお尋ねを、仮に頂いたとして、それが調査会がなければ

ここまで来なかったというふうに言い切れるかどうか、それは分かりません。

　ただ、私どもといたしましては、調査会の中で、かなり厳しい御意見を頂き、

例えば県有施設についても、まずは、私どもは、あって当然だと思っていた、



例えば公営住宅、あるいは公園、その他県民利用施設、これについても、まず

は、ないところから検討すべきであるというような厳しい御意見を頂いたとい

うことは事実でございます。私どもの今までの考え方としては、この中から無

駄なものはどれなのかというような観点から、様々な支出を見てきたことはご

ざいます。しかしながら、これがなかった場合にはどうなんだというような観

点が必要だと、こういった御助言を頂いたことが一つ、これは、やはり我々の

今後の無駄のない行政改革の取組に対してもプラスになることではないかとい

うふうに感じているところでございます。

鈴木委員

　私の聞いていることはそういうことじゃなくて、要するに、今ここの中で出

てきている、これからしっかりとした、皆様方がどういう方向でいくのかとい

うのは見える化をしてくださるというような午前中の答弁を聞いて、私も安心

したけれども、調査会の方たちの言っていることというのは、どういうような

ことが反映されるんだと私は言っているんです。そもそもは、ゼロベースでや

りながら積んでいくのはあなた方でしょう。今、公園っておっしゃったけれど

も、公園は、別に都市公園法で、いきなり民間に売却できるとは書いてありま

せん。そんなことは当たり前のことであって、失礼ですが、私がここで問題に

したいというのは、調査会に委ねてきたこの半年間、もし３月なら３月にこれ

を始めていたとしたら、知事が言ったと思いますが、土光臨調に似たようなも

のであったならば、一つ一つがそういうような、ここに出てきている施設に対

して、これこれこういうような意見というようなものが付されて私は出てきて

当然のことだと思っていたんですよ。

　ところが、今こうなってきて、これから始まると。移譲にしても、その詳細

はこれこれこういうふうになってきますよというのがこれから始まるというの

は、一体この半年間は何だったんだというのが私の思いなんです。どうですか。

予算調整課長

　かねてより、調査会につきましては、一つ一つの施設、一つ一つの事業につ

いて、これを、その調査会の中で仕分けをしていくのではなく、大きな方向性

を、大所高所から御意見を頂きたいと、そういったお願いをしてございました。

私どもといたしましては、この４回でそういった御議論をいただき、今回最終

意見を頂いたというふうに認識してございます。私どもといたしましては、そ

れを受け止めまして、検討してあるべき方向について検討してまいる、そして

今回の緊急財政対策案、これを策定したものというふうに認識してございます。

鈴木委員

　では、この調査会に係る経費はどれくらいかかったんですか。

財政部長

　約 40万円ぐらいかと思います。
鈴木委員

　40万円、全体の予算からすればごく微々たるものでしょう。ところが、私は、
今回のこの問題の中で、絶対納得いかない第１点というのは、ここで出されて

きたもの、答弁を聞いてみても、私には正直言って分からない。どんなメリッ

トがあって、それはどのような形で反映されたのかというのは全然見えない。



それなのに、この半年間、議論をしながらも、この調査会であったことの議論

をこの議会でやった。この実際にタイムコストと、実際に労働力も含めた形で

のコストというのは、もうばく大なものだと思います。本来だったら、これだ

け緊急財政対策というんであるならば、もっともっと早く、この方たちのもの

を聞かなかったとしても、あなた方が進めていたならば、もっと私は、新しい

回答というなり方向性というのは出ていたんじゃないかと思うんです。これは

要望にとどめておきますが、調査会そのものにした理由というのは一体何だっ

たんだろう、それで、この半年間待ったことは何だったんだろうというのを、

どうかもう一度また精査していただきたいというのを要望しておきたいと思い

ます。

　第２点目でございます。

　午前中から、また前回の論議から見てみると、今回のものというのは、ボタ

ンの掛け違いから始まったんだろうなと私は思っている。どういうことなのか

というと、調査会そのもの自体を公開にし、なおかつ、そのもの自体の内容と

いうようなものをいち早く知らせる。ところが、この頂いたもので見ると、あ

くまでも、先ほど課長が言っていたような形で、意見並びに助言と書いてある。

本来ならば、そこから頂いたものを吸収した形でまず県民の方にそのことを出

さなきゃならないと私は思うんです。

　ところが、なぜか知らないけれども、調査会のものがまず最初に出てくる。

県有施設、補助金は廃止ですと。ところが、皆さん方がそういう一つのスター

トから始まったがゆえに、今回、陳情を頂いた女性の方から、このまま、要す

るに県民の文化である県立図書館とか文学館とかみんななくしてどうするんだ

と。子供をこれからどうして育てていくのというようなことまで出てくる。実

は、私のところに、ほぼ毎日のように数件の電話がかかってきます。三ツ池公

園を廃止するなということで、今、某団体を中心にしながら、署名運動が始ま

っているよ。なぜならば、本来ならば、皆さん方からするならば、その調査会

の意見を踏まえた上で、今回のこの、ある意味で移譲なりまた何なりと出てく

るものが本来の筋であったのに、なぜそもそもが、調査会のものが最初に出さ

なきゃいけなかった理由は何なんでしょうか。それによって今県民は大変に驚

き、大変困惑しています。それは何だったんでしょうか。そもそもは、調査会

というのは意見とか助言をするためのものが、何で表にがんと出さなきゃいけ

なかったんでしょうか。

予算調整課長

　緊急財政対策本部調査会につきましては、これはやはり第三者の方々から、

神奈川県の財源不足その他、様々な財政問題に対して御助言を頂くと、そうい

った性格のものでございますので、その議論の状況につきましては、これは公

開でやるべきであるということが最初に確認されてございます。

　そうした中で、確かに私どもといたしましても、大変厳しい御意見をこの調

査会の中で頂きました。これにつきましては、最終的には私どもとして、県と

してこれを受け止めて、どういった施策に結び付けていくか、これを検討して

まいりたいということは重ねて申し上げてはおりましたが、ただ、そういった

点につきまして、県民の方々、団体の方々まで、なかなか私どもの本旨、それ



が届かなかったという事実は、これはあろうかと思ってございます。

鈴木委員

　それだったら、課長のさっきの答弁、私は矛盾していると思いますよ。要は、

なぜここまで性急に調査会のものを出さなきゃいけなかったのか。要するに、

調査会の意見を受けて、それを踏まえた形でこれから何々をやらせていただく

ということでしょう。１番目と２番目も、整合性がとにかくない。何で調査会

の意見だけがどんどん先行するのかと、私からするならば。ところが、出てき

た後には、実は県としてはこのような形でやります、ゼロベースから見直すと

いうことを、実質的に、なぜこういうものを受けなきゃならなかったのか。受

けて、それこそ、もうそれが大命題として一番最初にどんと出てしまったんだ

ろうか。

予算調整課長

　緊急財政対策本部調査会につきましては、やはり様々な地方財政ですとか、

あるいは経営に対して知見のあるそういった委員の方々から、県財政に対して

非常に貴重な御意見を頂く、そういった目的のために設置されたものでござい

ます。私どもとしては、なかなか言い切れないことまでそこで言っていただい

たという、そういった面はございまして、それが確かに多くの県民の方々に不

安を生じせしめたという点は、これは事実としてあろうかと思います。私ども

といたしましては、第２回目の調査会以降、県民の方々にいろいろな大変な反

響を呼んだ、そういった議論の内容につきまして、関係の団体の方々などに、

県としてはそれを受け止めて、今後県としての施策を検討していくんだという

ことを関係局部も通じましてお示しし、または御説明を申し上げてきたところ

でございますけれども、いずれにしても、基本的には、その調査会の大きな方

向性、これを踏まえた上で、県として今までもなかった大きな一歩を何とか踏

み出していこうと、そういった形で、今回緊急財政対策をまとめたというとこ

ろでございます。

鈴木委員

　全然納得がいかないんですけれども、これ以上また言っても、同じ答弁にな

るから、一応収めますけれども、私は、もう一度深く反省した方がいいと思う。

要するにこれだけの県民の方々に不安を起こしたということについては。本来

なら、本末転倒ですよ。なおかつ、私はあのとき言いました。第１回目のとき

の調査会を見て、大山鳴動ねずみ一匹にならないように気を付なさいよと。ね

ずみも出てこなかったよ、正直言って。火山灰がちょっとだけ落ちてきたかな

みたいに。だから、私からすると、一体、この半年間の論議は何だったんだろ

うというのがあるので、一言言わせていただきました。

　続きまして、次は、違う観点から伺います。

　私が、すごく気に掛かったのは、この前、記者さんとの知事とのやりとりの

中で、こんな一節がある。24 年度予算編成でいけば、施策・事業の見直しの中
で 200 億円を捻出した後、あとは地方交付税とか臨時財政対策債、これによっ
て 300 億円増額を確保したと。それと、この県債の管理基金とか財政調整基金、
こういうものを取り崩すという形。まあ、埋蔵金のようなものですけれども、

これを取り崩して 400 億円ということで、何とかして数字を 900 億円に合わせ



たということでありますけれどと書いてある。先ほどの、午前中からの答弁聞

いていると、私もすごく気に掛かって、資料３ページに出てきている、取組み

目標と期間の中に、平成 25 年度及び平成 26 年度の２か年における財源不足額
への対応を当面の取組み目標とし、と書いてある。実際に、この中でもって、

これから分からない、この取組については。目標というのはなかなか出せませ

んよというのが、午前中の論議で私も聞かせていただいた。

　ところが、現実に、もう 25 年予算はすぐそこのところに来ているのに、実
際に、今時点で、この知事が言っている 700 億円ぐらい足りなくなりますよと
いう状況下の中において、今の組立ての中で、この不足額をどのような形で補

おうとされていらっしゃるんですか。

予算調整課長

　今後私どもが、700 億円の財源不足対策にどう取り組むかというところでご
ざいますが、私どもといたしましては、この緊急財政対策に掲げた様々な施策、

これに対して、まずは全力で取り組んでいくということがあろうかと思います。

　その上で、午前中もお答えを申し上げましたが、地方財政対策、またこの年

末に示されることとなります、それ以外の様々な対策、これを、まずは総動員

をする中で、この 700 億円の財源不足対策を捻出してまいりたいというふうに
考えているところでございます。

鈴木委員

　そんな中、私が皆さん方にお聞きしたいことは、これからやっぱり少なくと

も見える化をしっかりしていただかなきゃならない。今、先ほど、実際にどの

ような状況で決めたのかということについては出していただけるということで

ありました。

　私は、もう一つ出していただきたいのは、これから市町村並びに当然補助金

も含めて、市町村等とのやりとり、そしてまた、民間の方とのやりとりも当然

入るでしょう。この過程を是非とも明確にしていただきたい。そして、予算の

中の議論で、この緊急財政対策を見える化をした形でその組立てを、是非とも

次の定例会なり何なりに、方向性が多分出てくるでしょうから、報告いただき

たいと思いますが、いかがでございますか。

予算調整課長

　やはり、最終的にどういった格好で 700 億円を捻出したかということにつき
ましては、最終的に 25 年度当初予算編成時につまびらかにさせていただきた
いと存じます。

鈴木委員

　それは違うでしょう。僕は１番目、２番目でお話ししましたよね。それで、

県として具体的に検討していくわけだから、柱だけでもいいですから次に出し

てやってくださいよ。そうしなかったら、今までの論議は何だったか分からな

いじゃないですか。

予算調整課長

　午前中もお答え申し上げましたが、例えば補助金につきましては、今後、緊

急財政対策に基づいて、関係市町村ですとか関係団体と調整をしてまいります。

その中で、どういった調整状況であるかどうかという概要につきましては、何



らかの格好で御報告を申し上げたいと考えてございます。

　ただ、その後の地方財政対策、平成 25 年度に向けた国としての地方財政対
策、これが明確になっていないということもございますのと、地方交付税、さ

らには臨時財政対策債ですとか、そういった私どもの収入の現実として多くを

占めているこの財源確保、その点も見据えつつ、私ども、他の対策なども進め

ていかざるを得ません。ということもございますので、どの程度まで次回の、

どの程度に次回の定例会でお示しできるかどうかも含めて、これは御相談させ

ていただければと存じます。

鈴木委員

　では、最後に今言った見える化ですけれども、各市町村並びに、また、各一

般の方々も含めて、やりとりというのは見える化していただけますか。これか

ら補助金も、この県有施設についても。

財政部長

　はい、やりとりも含めて、施設の方は対象がいろいろ広うございますから、

どういう形でまとめるかというのはあろうかと思いますけれども、一定、そう

いうものを出させていただきたいと思います。

　あと、補助金の方につきましては、市町村の方は、一定程度、公の機関同士

ですから、御意見をまとめることできると思いますけれども、団体の場合は、

場合によっては、その団体が特定されて、その団体のお立場等もございましょ

うから、必ずしも明確に整理してお出しするのがよいのかということもござい

ますので、その辺はちょっとまた御相談をさせていただきながら、一定のもの

をまとめてお出ししたいと思っております。

鈴木委員

　何で私がしつこく言っているのかというと、そのやり方しか今の要するに県

民の中の不安というのは払拭できないということです。要するに、新聞を読ん

でいる方等々は別として、それ以外の方たち、今言っているように、ある意味

で、耳から耳へ、口から口へという形で伝わっている状況下を、そういう形で

払拭していただかない限りこの問題というのは解決できない。県当局と県民の

ボタンのかけ違いをしたと私は言いたいわけですけれども、そういう問題はや

っぱり払拭できないと思いますので、是非ともその観点をよろしくお願い申し

上げます。

　最後に部局編成のことなんだけれども、今、うちの団の中でも出ているんで

すけれども、例えば、頂いた資料の中で１点だけでいいんですが、例えば、県

民福祉局、ここに高齢福祉部門というのがあって、実質的には保健医療局とい

うのに分かれているわけです。ところが、高齢福祉部門というのは、あくまで

も、この医療に関わることといったら大変多いわけじゃないですか。これは何

で離れるんですか。

人材課長

　今回の再編ですけれども、やはりいろいろ再編というのは難しい面がござい

ます。組織をつくる、変えるということのメリット、デメリットというのがご

ざいますけれども、やはり、今回、特に保健福祉局は大きくなってしまって、

いろいろな緊急の課題が山積みになっていると、こういう局をより機動的に、



より迅速に意思決定できるような形で、保健医療とそれから福祉、なおかつ、

福祉に関しては、特に高齢者の課題も含めまして、県民活動ですとか、高齢者

の方々への社会参加ですとか、元気な方々ですね、そういったことも含めて一

貫してやっていけるような形で、県民局と一緒の機関、こういう経緯でござい

ます。

　ただ、御指摘のように、保健医療が今まで統合されてきたという中で、いろ

いろ統合のメリットというのはあったかと思います。そのメリットが阻害され

ないように、今後、組織の細部を詰めていく中で、その業務をどこに置くのが

いいのかということも含めて検討しながら、これまでの統合のメリット、それ

が阻害されないような、そういう仕組みをつくってまいりたいというふうに考

えているところでございます。

鈴木委員

　何か半分分からないんですけれども、今の言った中で、そういう何かそごが

生じそうなところって結構あるんですよ。そこの要するに、隙間だけはつくら

ないように、くれぐれもお願いしたいというのが一つと、もう一つは、とにか

く、例えば少年なら少年というようなものに関わるものが、部局をまたいで何々

があるというようなことはなくしていただきたいことを御要望して、終わりに

させていただきます。

谷口委員

　我が会派を代表して、本委員会に付託されている諸議案について、賛成の立

場から意見発表をいたします。

　まず最初に、緊急財政対策についてでありますが、緊急財政対策本部調査会

の県有施設の原則廃止といった厳しい意見を踏まえ、県の対策案では、施設ご

とに、施設廃止、市町村・民間への移譲、指定管理者制度等民間活力の導入、

運営・収支改善を図り引き続き県運営といった方向性を検討することとしてい

ますが、今使っていない資産、県有財産を売却して、それで収入を得るという

ことも大事だとは思いますけれども、もう少し長期的に考えて、県として戦略

的に残しておくべきものは残していくということをしっかりやっていただきた

いと要望いたします。

　また、調査会をつくるのであれば、しっかりと議論を積み上げるべきであり

ます。今回のやり方であるならば、知恵袋会議などを活用すればよかったので

はないかとも考えます。

　２点目に、本庁組織の再編についてであります。

　局の名称については、業務内容が明確に分かるように検討いただきたいと思

います。また、高齢福祉部門が県民部門と再編をされるようでありますけれど

も、高齢者福祉にとって、今後、医療の問題はますます重要になってまいりま

す。しっかりと連携をとれる組織づくりをお願いをしたいと思います。

　また、新たにクロスファンクション担当課長ができるようでありますけれど

も、つくったからには、役職だけできたというのではなく、実際の席の配置や

部局の配置、日頃から意識しなくても、お互いが情報交換できるという仕組み



をしっかりとつくり、本当にクロス・ファンクションができる実効性をしっか

り保っていただきたいと思います。

　また、局の再編により、業務にそごが生じないよう、組織体制をつくるよう

に要望をいたします。

　３点目に、本庁庁舎の耐震対策についてであります。

　本庁庁舎の耐震や建て替えによって、周辺にある民間ビルの様々な部局を本

庁内に集めることにより、賃借料を大幅に削減できるよう、しっかりと取り組

んでいただきたいと思います。また、庁舎の名前についてでありますが、本庁

舎、新庁舎、さらに分庁舎があって第二庁舎があるというふうに、非常に県民

の皆様にとっては分かりづらくなっております。是非県民目線で分かりやすい

名称に変えていただくよう要望いたします。

　最後に、本庁庁舎における大規模地震・津波時の対応についてであります。

　８月に実施した訓練により、様々な課題が出てきているということでありま

すけれども、しっかりと改善点を分析して、次に生かしていただきたいことを

お願いをいたします。

　以上で、我が会派の意見発表を終わります。


